
医療機関入院時食材料費高騰支援金支給要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、長野県内の病院・有床診療所が物価高騰の影響を受けながらも安定的なサー

ビス提供を継続できるよう、医療機関入院時食材料費高騰支援金（以下「支援金」という。）を支

給することについて、必要な事項を定めるものとする。 

 

（支給対象者） 

第２条 支給対象者は、長野県内に所在する病院・有床診療所の開設者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象外とする。 

(1) 県税の滞納がある者 

(2) 長野県暴力団排除条例（平成 23年長野県条例第 21号）に規定する暴力団員若しくは暴力団 

又は暴力団員と密接な関係を有する者 

(3) その他知事が適当でないと認める者 

 

（支給金額） 

第３条 支給金額は、別表に定めるとおりとする。 

 

（支援金の支給回数） 

第４条 支援金の支給は、１施設等につき同一の支援期間について１回に限る。なお、支援期間は

令和６年４月１日から令和６年５月 31日とする。 

 

（支援金の支給申請） 

第５条 支援金の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、医療機関入院時食材料費

高騰支援金支給申請書（様式第１号）に関係書類を添えて、別に定める期日までに知事に提出し

なければならない。 

 

（支援金の支給） 

第６条 知事は、第５条の規定に基づく申請があった場合は、その内容を審査し、支給を決定した

ときは、医療機関入院時食材料費高騰支援金支給決定通知書（様式第２号）により、支給しない

ことを決定したときは、医療機関入院時食材料費高騰支援金不支給決定通知書（様式第３号）に

より申請者に通知する。 

 

（支給決定の取消し） 

第７条 知事は、支援金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、支

援金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 

（支援金の返還） 

第８条 知事は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既

に支援金を支給しているときは、返還を命ずるものとする。 

 

（検査及び報告等） 



第９条 知事は、支援金の適切な支出のため、必要に応じて申請者又は支給対象者に対し検査、報

告その他必要な措置を求めることができる。 

 

（関係書類の保管） 

第 10 条 支援金の支給を受けた者は、申請に係る証拠書類を整理し、支援金の支給年度の翌年度

から起算して５年間保管しなければならない。 

 

（その他） 

第 11条 この要綱の規定にない事業の実施に必要な事項は、別に定める。 

 

附 則（令和６年４月 12日６医第 30号） 

 この要綱は、令和６年４月 12日から施行する。 

 

   

別表（第３条関係） 

対象施設 支援金の額 

病院 
許可病床数 × 1,600円/月 × ２ヶ月 

有床診療所 

 


